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 新 旧 対 照 表 

新 旧 

 

令和５年度長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金交付要綱 

 

第１ ～ 第４（12） （省略） 

 

第４（13）及び（14） 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ ～ 第12 ２ （省略） 

 

第12 ３  

第12 ３ 前２項の書類の提出期限は、当該年度の補助事業が完了した日から起算して30日

を経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の３月31日のいずれか早い日とす

る。ただし、別表中「新型コロナウイルス感染症重症患者等入院医療機関病床確保事業」及

び「新型コロナウイルス感染症院内感染発生医療機関支援事業」における前２項の書類の提

出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日とする。 

 

第13 及び 第14 （省略） 

 

第15 補助事業者が補助事業の円滑な遂行を図るため、知事が必要と認めるときは、交付決定

額の100分の80の範囲内において、１回に限り補助金の概算払をすることができる。ただし、

「医療人材確保・派遣等支援事業」及び「医療従事者宿泊施設確保事業」については、交付決

定額の範囲内において１回に限り、「新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関病床確保

事業」、「新型コロナウイルス感染症専用病棟等受入体制整備支援事業」、「新型コロナウイル

ス感染症重症患者等入院医療機関病床確保事業」及び「新型コロナウイルス感染症院内感染発

生医療機関支援事業」については、交付決定額の範囲内において、概ね５月、７月、10月及び

１月に、４回を限度に補助金の概算払をすることができるものとする。 

 

 

令和５年度長野県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金交付要綱 

 

第１ ～ 第４（12） （省略） 

 

⒀ 別表「新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関病床確保事業」及び「新型コロナ

ウイルス感染症専用病棟等受入体制整備支援事業」における病床確保に関して、知事や新

型コロナウイルス感染症患者等の入院調整を行う医療機関等から新型コロナウイルス感

染症患者等の入院受入要請があった場合は、正当な理由なく断ってはならないこと。 

⒁ 別表「新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関病床確保事業」及び「新型コロナ

ウイルス感染症専用病棟等受入体制整備支援事業」における病床確保に関して、補助事業

者は新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム（G-MIS）及び新型コロナウ

イルス感染症等情報把握・管理システム（HER-SYS）に病床の使用状況等の入力を確実に

行うことにより入院受入状況及び受入可能病床数等を正確に把握できるようにしなけれ

ばならないこと。 

 

第５ ～ 第12 ２ （省略） 

 

第12 ３ 前２項の書類の提出期限は、当該年度の補助事業が完了した日から起算して30日

を経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の３月31日のいずれか早い日とする。

ただし、別表中「新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関病床確保事業」及び「新型

コロナウイルス感染症専用病棟等受入体制整備支援事業」における前２項の書類の提出期限

は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日とする。 

 

第13 及び 第14 （省略） 

 

第15 補助事業者が補助事業の円滑な遂行を図るため、知事が必要と認めるときは、交付決

定額の100分の80の範囲内において、１回に限り補助金の概算払をすることができる。ただ

し、「医療人材確保・派遣等支援事業」及び「医療従事者宿泊施設確保事業」については、

交付決定額の範囲内において１回に限り、「新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関

病床確保事業」及び「新型コロナウイルス感染症専用病棟等受入体制整備支援事業」につい

ては、交付決定額の範囲内において、概ね５月、７月、10月及び１月に、４回を限度に補助

金の概算払をすることができるものとする。 
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新 旧 

第15 ２ ～ 第17 （省略） 

 

 附 則(令和５年４月19日付け５感第37号） 

 この要綱は、令和５年４月１日から適用する。ただし、別表中「新型コロナウイルス感染症患者等入

院医療機関病床確保事業」及び「新型コロナウイルス感染症専用病棟等受入体制整備支援事業」

は、令和５年１月１日から適用する。 

 

 附 則（令和５年７月７日付け５感第196号） 

 この要綱は、令和５年４月１日から適用する。ただし、別表中「外来対応医療機関設備整備等事

業」のうち「外来対応医療機関確保事業」は令和５年３月10日から、「新型コロナウイルス感染症患

者等入院医療機関病床確保事業」及び「新型コロナウイルス感染症専用病棟等受入体制整備支援

事業」は令和５年１月１日から適用する。 

 

 附 則（令和５年10月２日付け５感第354号） 

 この要綱は、令和５年４月１日から適用する。ただし、別表中「新型コロナウイルス感染症重症患者

等入院医療機関病床確保事業」及び「新型コロナウイルス感染症院内感染発生医療機関支援事

業」は令和５年10月１日から適用する 

 

（別表）（第２関係）    

     

１ 事業名 ２ 補助事業者 ３ 基準額 ４ 補助対象経費 ５ 補助率 

帰国者・接

触者外来等

設備整備事

業 

帰国者・接触

者外来等の開

設者等 

次により算出された額の合計

額 

 

医療用シェルター等（簡易診

療室）及び付帯する備品 

 知事が必要と認めた額 

当該年度に係る 

帰国者・接触者外来等を運営

するために必要な次の経費 

 

簡易診療室として使用する医

療用シェルター（但し堅固な

フレームを有する者に限る）

等及び付帯する備品の借入れ 

※ただし、令和４年度以前か

ら継続して借入をしているも

のに限る 

※ただし、令和５年9月30

日までの事業を対象とする。 

10/10以内 

第15 ２ ～ 第17 （省略） 

 

 附 則(令和５年４月19日付け５感第37号） 

 この要綱は、令和５年４月１日から適用する。ただし、別表中「新型コロナウイルス感染

症患者等入院医療機関病床確保事業」及び「新型コロナウイルス感染症専用病棟等受入体

制整備支援事業」は、令和５年１月１日から適用する。 

 

 附 則（令和５年７月７日付け５感第196号） 

 この要綱は、令和５年４月１日から適用する。ただし、別表中「外来対応医療機関設備整

備等事業」のうち「外来対応医療機関確保事業」は令和５年３月10日から、「新型コロナ

ウイルス感染症患者等入院医療機関病床確保事業」及び「新型コロナウイルス感染症専用

病棟等受入体制整備支援事業」は令和５年１月１日から適用する。 

 

（新設） 

 

 

 

 

（別表）（第２関係）    

     

１ 事業名 ２ 補助事業者 ３ 基準額 ４ 補助対象経費 ５ 補助率 

帰国者・接

触者外来等

設備整備事

業 

帰国者・接触

者外来等の開

設者等 

次により算出された額の合

計額 

 

医療用シェルター等（簡易

診療室）及び付帯する備品 

 知事が必要と認めた額 

当該年度に係る 

帰国者・接触者外来等を運営

するために必要な次の経費 

 

簡易診療室として使用する医

療用シェルター（但し堅固な

フレームを有する者に限る）

等及び付帯する備品の借入れ 

※ただし、令和４年度以前か

ら継続して借入をしているも

のに限る 

  

10/10以内 
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新 旧 

外来対応医

療機関設備

整備等事業 

別添１のとおり 10/10以内 

新型コロナ

ウイルス感

染症患者等

入院医療機

関設備等整

備事業 

新型コロナウ

イルス感染症

患者の受入可

能病床を増設

する医療機関

の開設者 

次により算出された額×知

事が必要と認めた数の合計額 

 

①(1)初度設備費 

    133,000円/床 

  (2)簡易陰圧装置 

    4,320,000/床 

 (3)簡易ベッド 

    51,400/台 

 (4)HEPAフィルター付空気

清浄機（陰圧対応可能なもの

に限る） 

    905,000円/施設 

 (5)HEPAフィルター付パー

テーション 

    205,000円/台 

 

 

②人工呼吸器及び付帯する備

品 

  5,000,000円 

当該年度に係る 

新型コロナウイルス感染症患

者を受け入れるために必要な

次の経費 

 

①（削除） 

 

 

 

 

・初度設備費 

・簡易陰圧装置 

・簡易ベッド 

・HEPAフィルター付き空気

清浄機（陰圧対応可能なもの 

 に限る） 

・HEPAフィルター付きパー

テーション 

 

 

 

 

 

②その他 

・人工呼吸器及び付帯する備

品の借入れ 

 ※ただし、令和４年度以前

から継続して借入れをしてい

るものに限る。 

 ※ただし、令和５年9月

30日までの事業を対象とす

る。  

10/10以内 

外来対応医

療機関設備

整備等事業 

別添１のとおり 10/10以内 

新型コロナ

ウイルス感

染症患者等

入院医療機

関設備等整

備事業 

知事が新型コ

ロナウイルス

感染症患者等

を受け入れる

病床の確保を

依頼した医療

機関の開設者 

※ただし、①

については新

たに新型コロ

ナウイルス感

染症入院患者

の受入を予定

する医療機関

及び確保病床

を継続して有

する医療機関

のうち、令和

５年５月７日

時点の確保病

床数を上回り

新型コロナウ

イルス感染症

患者の受入れ

を予定する医

療機関に限

る。 

次により算出された額×知

事が必要と認めた数の合計

額 

 

①(1)初度設備費 

    133,000円/床 

  (2)簡易陰圧装置 

    4,320,000/床 

 (3)簡易ベッド 

    51,400/台 

 (4)HEPAフィルター付空

気清浄機（陰圧対応可能な

ものに限る） 

    905,000円/施設 

 (5)HEPAフィルター付パ

ーテーション 

    205,000円/台 

 

 

②人工呼吸器及び付帯する

備品 

  5,000,000円 

当該年度に係る 

新型コロナウイルス感染症患

者を受け入れるために必要な

次の経費 

 

①新たに新型コロナウイルス

感染症入院患者の受入を予定

する医療機関及び確保病床を

継続して有する医療機関のう

ち、令和５年５月７日時点の

確保病床数を上回り新型コロ

ナウイルス感染症患者の受入

れを予定する医療機関のみ対

象 

・初度設備費 

・簡易陰圧装置 

・簡易ベッド 

・HEPAフィルター付き空気清

浄機（陰圧対応可能なもの 

 に限る） 

・HEPAフィルター付きパーテ

ーション 

 

②その他 

・人工呼吸器及び付帯する備

品の借入れ 

 ※ただし、令和４年度以前

から継続して借入れをしてい

るものに限る。 

10/10以内 
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新 旧 

新型コロナ

ウイルス感

染症患者等

入院医療機

関病床確保

事業 

新型コロナウ

イルス感染症

重点医療機関

（重点医療機

関）患者等を

受け入れる病

床の確保を依

頼した医療機

関の開設者の

うち、重点医

療機関以外の

医療機関の開

設者 

（一般医療機

関） 

次により算出された額の合計

額 

 

①稼働病床及び休止病床の確

保料 

 別添２（１）の該当する病

床の上限額×知事が必要と

認めた日数 

 ただし、令和５年５月７日

までの病床確保料について、

別に定める即応病床使用率の

基準等を満たさない場合は、

別添３（１）の該当する病床

の上限額×知事が必要と認

めた日数 

 なお、令和５年１月１日か

ら令和５年３月31日までの

病床確保料は、別に定める基

準を満たさない場合、算出さ

れた稼働病床及び休止病床の

確保料を別添４①から⑤まで

のいずれかにより調整する 

 

②退院後消毒等に要した経費 

 知事が必要と認めた額 

 

  

当該年度に係る 

①空床確保に要する経費 

②新型コロナウイルス感染症

患者退院後の消毒費用 

※ただし、令和５年９月30

日までの事業を対象とする。 

10/10以内 

新型コロナ

ウイルス感

染症患者等

入院医療機

関病床確保

事業 

知事が新型コ

ロナウイルス

感染症患者等

を受け入れる

病床の確保を

依頼した医療

機関の開設者

のうち、重点

医療機関以外

の医療機関の

開設者 

（一般医療機

関） 

次により算出された額の合

計額 

 

①稼働病床及び休止病床の

確保料 

 別添２（１）の該当する

病床の上限額×知事が必要

と認めた日数 

 ただし、令和５年５月７

日までの病床確保料につい

て、別に定める即応病床使

用率の基準等を満たさない

場合は、別添３（１）の該

当する病床の上限額×知事

が必要と認めた日数 

 なお、令和５年１月１日

から令和５年３月31日ま

での病床確保料は、別に定

める基準を満たさない場

合、算出された稼働病床及

び休止病床の確保料を別添

４①から⑤までのいずれか

により調整する 

 

②退院後消毒等に要した経

費 

 知事が必要と認めた額  

当該年度に係る 

①空床確保に要する経費 

②新型コロナウイルス感染症

患者退院後の消毒費用 

10/10以内 
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新型コロナ

ウイルス感

染症専用病

棟等受入体

制整備支援

事業 

新型コロナウ

イルス感染症

重点医療機関

（重点医療機

関）として知

事が指定した

医療機関の開

設者、または

知事が国と協

議して重点医

療機関として

指定したもの

とみなした医

療機関の開設

者 

次により算出された額の合計

額〇稼働病床及び休止病床の

確保料 別添２（２）の該当

する病床の上限額×知事が

必要と認めた日数 ただし、

令和５年５月７日までの病床

確保料について、別に定める

即応病床使用率の基準等を満

たさない場合は、別添３

（２）の該当する病床の上限

額×知事が必要と認めた日

数   なお、令和５年１月１

日から令和５年３月31日ま

での病床確保料は、別に定め

る基準を満たさない場合、算

出された稼働病床及び休止病

床の確保料を別添４①から⑤

までのいずれかにより調整す

る 

当該年度に係る空床確保に要

する経費 

※ただし、令和５年９月30

日までの事業を対象とする。 

10/10以内 

新型コロナ

ウイルス感

染症専用病

棟等受入体

制整備支援

事業 

新型コロナウ

イルス感染症

重点医療機関

（重点医療機

関）として知

事が指定した

医療機関の開

設者、または

知事が国と協

議して重点医

療機関として

指定したもの

とみなした医

療機関の開設

者 

 

次により算出された額の合

計額〇稼働病床及び休止病

床の確保料 別添２（２）

の該当する病床の上限額×

知事が必要と認めた日数 

ただし、令和５年５月７日

までの病床確保料につい

て、別に定める即応病床使

用率の基準等を満たさない

場合は、別添３（２）の該

当する病床の上限額×知事

が必要と認めた日数   な

お、令和５年１月１日から

令和５年３月31日までの

病床確保料は、別に定める

基準を満たさない場合、算

出された稼働病床及び休止

病床の確保料を別添４①か

ら⑤までのいずれかにより

調整する 

  

当該年度に係る 

空床確保に要する経費 
10/10以内 
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新型コロナ

ウイルス感

染症重症患

者等入院医

療機関病床

確保事業 

新型コロナウ

イルス感染症

患者等を受け

入れる病床の

確保を県が依

頼した医療機

関の開設者 

次により算出された額の合計

額 

 

稼働病床及び休止病床の確

保料 

 別添５の該当する病床の上

限額×知事が必要と認めた

日数 

当該年度に係る 

空床確保に要する経費 

※ただし、令和５年10月１

日から令和６年３月31日ま

での事業を対象とする。 

10/10以内 （新設）  
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新型コロナ

ウイルス感

染症院内感

染発生医療

機関支援事

業 

新型コロナウ

イルス感染症

の院内感染が

発生し、院内

感染に対応す

るために病床

を確保した医

療機関の開設

者 

次により算出された額の合計

額 

 

  稼働病床及び休止病床の確

保料 

 別添５の該当する病床の上

限額×知事が必要と認めた

日数 

当該年度に係る 

空床確保に要する経費 

※ただし、令和５年10月１

日から令和６年３月31日ま

での事業を対象とする。 

10/10以内 

医療人材確

保・派遣等

支援事業 

医療従事者を

派遣する医療

機関等の開設

者 

別添６のとおり 

当該年度に係る 

派遣後の診療体制を構築する

ための経費、派遣する医療従

事者の旅費・宿泊費等（賃

金、報酬、謝金、旅費、役務

費（保険料）、委託料） 

※新型コロナウイルス感染症

患者を診療する医療従事者派

遣体制の確保事業について

は、上記に加え、次の経費も

対象とする 

需用費（消耗品費、材料費、

燃料費、食糧費）、役務費

10/10以内 

（新設）  
 

 
  

医療人材確

保・派遣等

支援事業 

医療従事者を

派遣する医療

機関等の開設

者 

別添５のとおり 

当該年度に係る 

派遣後の診療体制を構築する

ための経費、派遣する医療従

事者の旅費・宿泊費等（賃

金、報酬、謝金、旅費、役務

費（保険料）、委託料） 

※新型コロナウイルス感染症

患者を診療する医療従事者派

遣体制の確保事業について

は、上記に加え、次の経費も

対象とする 

需用費（消耗品費、材料費、

燃料費、食糧費）、役務費

10/10以内 
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（通信運搬費、手数料）、使

用料及び賃借料 

医療従事者

宿泊施設確

保事業 

新型コロナウ

イルス感染症

患者を受け入

れる医療機関

等の開設者 

・医療従事者宿泊施設確保経

費 

  １室当たり 13,100円/

日 

  １食当たり  1,500円 

※ただし、所要経費が上記を下

回る場合、その額とする。 

当該年度に係る 

医療従事者の宿泊費、食糧費

等 

※ただし、令和５年４月１日

から令和５年５月７日までの

事業を対象とする。 

10/10以内 

注 事業の目的、内容、留意事項等は、別に定める事業実施要領によるものとする。  

 

別添１     
      

  外来対応医療機関設備整備等事業   
      

 事業名 
補助事

業者 
補助基準額 補助対象経費 備考 

 
外来対応

医療機関

確保事業 

令和５

年３月

10日以

降に新

たに外

来対応

医療機

関（令

和５年

５月７

日以前

は診

療・検

査医療

機関）

の対応

を行

い、少

次により算出された

額 

 

外来対応医療機関の

新設に伴い必要とな

る初度設備等 

 

右記補助対象経費の

合計で 500,000円／

施設 

新たに外来対応医療機関の対応を

実施するために必要となる初度設

備等の整備のうち、令和５年３月

10日以降に生じた、以下に係る経

費 

 

 ・患者案内のための看板の設置

料 

 ・ホームページ上に外来対応医

療機関であること 

  を明記するための改修費 

 ・換気設備設置のための軽微な

改修等の修繕費 

 ・医療機器（パルスオキシメー

ター等）の購入費 

 ・非接触サーモグラフィーカメ

ラ（検温・消毒機能 

  付き等）の購入費 

令和５年３月10

日から令和６年３

月31日までの事

業を対象とする。  

（通信運搬費、手数料）、使

用料及び賃借料 

医療従事者

宿泊施設確

保事業 

新型コロナウ

イルス感染症

患者を受け入

れる医療機関

等の開設者 

・医療従事者宿泊施設確保

経費 

  １室当たり 13,100円

/日 

  １食当たり  1,500円 

※ただし、所要経費が上記を

下回る場合、その額とする。 

当該年度に係る 

医療従事者の宿泊費、食糧費

等 

※ただし、令和５年４月１日

から令和５年５月７日までの

事業を対象とする。 

10/10以内 

注 事業の目的、内容、留意事項等は、別に定める事業実施要領によるものとする。  

 

別添１     
      

  外来対応医療機関設備整備等事業   
      

 事業名 
補助事

業者 
補助基準額 補助対象経費 備考 

 
外来対応

医療機関

確保事業 

令和５

年３月

10日以

降に新

たに外

来対応

医療機

関（令

和５年

５月７

日以前

は診

療・検

査医療

機関）

の対応

を行

い、少

次により算出された額 

 

外来対応医療機関の新

設に伴い必要となる初

度設備等 

 

右記補助対象経費の合

計で 500,000円／施

設 

新たに外来対応医療機関の対応を

実施するために必要となる初度設

備等の整備のうち、令和５年３月

10日以降に生じた、以下に係る経

費 

 

 ・患者案内のための看板の設置

料 

 ・ホームページ上に外来対応医

療機関であること 

  を明記するための改修費 

 ・換気設備設置のための軽微な

改修等の修繕費 

 ・医療機器（パルスオキシメー

ター等）の購入費 

 ・非接触サーモグラフィーカメ

ラ（検温・消毒機能 

  付き等）の購入費 

令和５年３月10

日から令和５年９

月30日までの事

業を対象とする。 
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なくと

も令和

５年度

中は外

来対応

医療機

関の対

応を行

う保険

医療機

関の開

設者 

 

外来対応

医療機関

設備整備

事業 

新型コ

ロナウ

イルス

感染症

患者

（疑い

患者を

含

む。）

を診療

した実

績があ

る外来

対応医

療機関

の開設

者 

次により算出された

額×知事が必要と認

めた数の合計額 

 

 (1)HEPAフィルター

付き空気清浄 

  機（陰圧対応可

能なものに限 

  る） 

  905,000円／台 

  （１医療機関あ

たり１台まで） 

 (2)HEPAフィルター

付きパーテー 

  ション 

  205,000円／台 

  （１医療機関あ

たり２台まで） 

 (3)簡易ベッド 

  51,400円／台 

  （１医療機関あ

たり１台まで） 

当該年度に係る 

外来対応医療機関の設備整備に要

する以下の経費 

 ・HEPAフィルター付き空気清浄

機（陰圧対応可能な 

  ものに限る） 

 ・HEPAフィルター付きパーテー

ション 

 ・簡易ベッド 

令和５年４月１日

から令和６年３月

31日までの事業を

対象とする。  

 

 

なくと

も令和

５年度

中は外

来対応

医療機

関の対

応を行

う保険

医療機

関の開

設者 

 

外来対応

医療機関

設備整備

事業 

新型コ

ロナウ

イルス

感染症

患者

（疑い

患者を

含

む。）

を診療

した実

績があ

る外来

対応医

療機関

の開設

者 

次により算出された額

×知事が必要と認め

た数の合計額 

 

 (1)HEPAフィルター

付き空気清浄 

  機（陰圧対応可能

なものに限 

  る） 

  905,000円／台 

  （１医療機関あた

り１台まで） 

 (2)HEPAフィルター

付きパーテー 

  ション 

  205,000円／台 

  （１医療機関あた

り２台まで） 

 (3)簡易ベッド 

  51,400円／台 

  （１医療機関あた

り１台まで） 

当該年度に係る 

外来対応医療機関の設備整備に要

する以下の経費 

 ・HEPAフィルター付き空気清浄

機（陰圧対応可能な 

  ものに限る） 

 ・HEPAフィルター付きパーテー

ション 

 ・簡易ベッド 

令和５年４月１日

から令和５年９月

30日までの事業を

対象とする。 
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別添２～４ （略） 

 

別添５ 

【稼働病床の病床確保料の上限額】  

ＩＣＵ       １床当たり１２１，０００円（１７４，０００円）／日 

ＨＣＵ       １床当たり８５，０００円（８５，０００円）／日 

上記以外の病床   １床当たり２９，０００円（３０，０００円）／日 

 

 

【休止病床の病床確保料の上限額】 

ＩＣＵ       １床当たり１２１，０００円（１７４，０００円）／日 

ＨＣＵ       １床当たり８５，０００円（８５，０００円）／日 

上記以外の病床   １床当たり２９，０００円（３０，０００円）／日 

 

 

 

※特定機能病院は（ ）内の額 

※休止病床は、即応病床１床あたり１床まで（ＩＣＵ・ＨＣＵ病床は２床まで）とする。 

※ただし、「新型コロナウイルス感染症の令和５年 10 月以降の医療提供体制の移行及び公

費支援の具体的内容について（令和５年９月１５日厚生労働省新型コロナウイルス感染症

対策本部事務連絡）」に基づく、重症・中等症Ⅱ患者、特別な配慮が必要な患者、医師の判

断で特に高いリスクが認められる患者を受け入れる病床以外の病床（療養病床含む。）は１

６，０００円／日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添２ ～４ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 / 12 

 

新 旧 

 

 

別添６   
    

  医療人材確保・派遣等支援事業  
    

 事業名 補助基準額 備考 

 

新型コロナウイルス

感染症患者を診療す

る医療従事者派遣体

制の確保事業 

医師 

 １人１時間当たり 7,550円 

医師以外の医療従事者 

 １人１時間当たり 2,760円 

 

（削除） 

 

 新型コロナウイルス感染症患者の診療体制

構築に要した経費の実費相当額 

令和５年４月１

日から令和６年

３月31日まで

の事業を対象と

する。 

 

新型コロナウイルス

に感染した医師等に

かわり診療等を行う

医師等派遣体制の確

保事業 

医師 

 １人１時間当たり 7,550円 

薬剤師 

 １人1時間当たり  2,760円 

 

 重点医療機関に派遣する場合 

  医師 

   １人１時間当たり 15,100円 

  薬剤師 

    １人 １時間当たり  8,280円  

令和５年４月１

日から令和５年

５月７日までの

事業を対象とす

る。 

 

 

別添５   
    

  医療人材確保・派遣等支援事業  
    

 事業名 補助基準額 備考 

 

新型コロナウイルス

感染症患者を診療す

る医療従事者派遣体

制の確保事業 

医師 

 １人１時間当たり 7,550円 

医師以外の医療従事者 

 １人１時間当たり 2,760円 

 

 重点医療機関に派遣する場合 

  医師 

   １人１時間当たり 15,100円 

    医師以外の医療従事者 

   １人１時間当たり  8,280円 

  

 

 

 新型コロナウイルス感染症患者の診療体制

構築に要した経費の実費相当額 

令和５年４月１

日から令和５年

９月30日まで

の事業を対象と

する。 

 

新型コロナウイルス

に感染した医師等に

かわり診療等を行う

医師等派遣体制の確

保事業 

医師 

 １人１時間当たり 7,550円 

薬剤師 

 １人1時間当たり  2,760円 

 

 重点医療機関に派遣する場合 

  医師 

   １人１時間当たり 15,100円 

  薬剤師 

    １人 １時間当たり  8,280円  

令和５年４月１

日から令和５年

５月７日までの

事業を対象とす

る。 
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新型コロナウイルス

感染症の影響に対応

した医療機関の地域

医療支援体制構築事

業 

医師 

 １人１時間当たり 2,265円 

医師以外の医療従事者 

 １人１時間当たり   562円 

 

 

 

 

新型コロナウイルス

感染症の影響に対応

した医療機関の地域

医療支援体制構築事

業 

医師 

 １人１時間当たり 2,265円 

医師以外の医療従事者 

 １人１時間当たり   562円 

 

 

 

 

 


